
〈研
究
ノ
ー
ト
〉

は
じ
め
に

『神
奈
川
県
史
』
編
纂
過
程
で
発
見
さ
れ
た

『川
崎
警
察
署
文
書
』
は
、
ま

ず
内
田
修
道
に
よ
っ
て

『県
史
』
通
史
編
四

「第
三
章
　
議
会
政
治
の
発
足
と

県
政
」
の
中
で
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー

に
よ
り
、
月

一
回
行
わ
れ
る

「
『神
奈
川
県
史
』
を
学
ぶ
会
」
の
例
会
を
利
用

し
、
約
三
年
間
を
掛
け
て
解
読
が
な
さ
れ
、　
一
九
九

一
年
に

『京
浜
歴
科
研
年

報
』
第
五
号
の
特
集

「川
崎
警
察
署
文
書
―
帝
国
議
会
開
設

・
町
村
制
施
行
直

後
の
地
域
と
民
衆
Ｔ
‐
」
の
中
で
全
文
翻
刻
を
試
み
た
。

す
で
に
本
文
書
を
利
用
し
た
研
究
と
し
て
は
、
京
浜
歴
科
研
が

一
九
八
九
年

の
総
会
記
念
行
事
と
し
て
催
し
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
報
告
を
元
に
、
植

山
淳

「
『川
崎
警
察
署
文
書
』
を
め
ぐ
っ
て
」
、
新
井

一
弘

「近
代
初
頭
の
川
崎

町
と
そ
の
周
辺
」
０
に
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
植
山
に
よ
っ
て
、
地
域
民
衆
の

動
向
に
視
点
を
置
い
た

「市
制

・
町
村
制
下
の
民
衆
像
―

『川
崎
警
察
署
文
書
』

か
ら
―
」
ゅ
と
し
て
整
理
さ
れ
た
。
ま
た
植
山
の
整
理
を
土
台
に
し
て
、
高
校

で
の
投
げ
込
み
授
業
の
実
践
を
ま
と
め
て
文
章
化
し
た
拙
稿

「
『
川
崎
警
察
署

文
書
』
に
み
る
第

一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
」
に
も
発
表
し
て
い
る
。

一　

報
告
方
法

こ
こ
で
は

『川
崎
警
察
署
文
書
』
に
綴
ら
れ
た
報
告
書
類
か
ら
、
高
等
警
察

関
係
の
報
告
が
実
際
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
て
み
た

ま
ず

『川
崎
警
察
署
文
書
』
に
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
書
類
は
、
若
干
の
関
連

文
書
が
混
在
し
て
い
る
も
の
の
、
川
崎
分
署
長
か
ら
神
奈
川
県
警
部
長
へ
の
報

告
書
と
高
等
警
察
に
関
わ
る
費
用
の
請
求
書

・
領
収
書
か
ら
成

っ
て
い
る
。

当
時
の
川
崎
分
署
長
は
、
四
月
二
十
日
ま
で
警
部
岡
田
宗
直
の
名
が
み
ら
れ

『
川

崎

警

察

署

文

書

』
に

み

る
高

等

警

察

の

あ

り

方

伊

　

東

　

菅
日
　

昭

る
が
、
五
月
十
二
日
の
報
告
の
み
川
崎
分
署
長
代
理
警
部
黒
河
内
良
と
な

っ
て

お
り
、
そ
の
後
、
五
月
十
七
日
か
ら
は
警
部
梶
田
定
吉
が
勤
め
て
い
る
。
黒
河

内
は
後
、
六
月
三
日
付
け
の

「秘
橘
乙
第
八
十
二
号
」
で
橘
樹
郡
警
察
署
長
と

し
て
登
場
し
て
く
る
の
で
、
五
月
の
川
崎
分
署
長
代
理
は
こ
れ
と
の
兼
任
で
は

な
か
っ
た
か
と
推
測
し
う
る
に
。
た
だ
し
四
月
十
六
日

「秘
橘
乙
第
四
十
五
号
」

と
四
月
十
八
日

「秘
号
川
四
三
〇
号
」
で
は
、
橘
樹
郡
警
察
署
長
は
田
中
英

一

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
た
ぶ
ん
五
月

一
日

付
け
を
も

っ
て
の
人
事
異
動
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。

ま
た
報
告
を
受
け
る
警
部
長
は

一
貫
し
て
高
橋
仲
次
で
あ
る
。　
一
八
人
六

（明
治

一
九
）
年
七
月
十
二
日
公
布
の
地
方
官
官
制
第
二
十
条
に
示
さ
れ
た

「各
府
県
二
警
察
本
部
ヲ
置
キ

（中
略
）
警
部
長
ヲ
シ
テ
其
長
二
充
テ
」
る
と

い
う
規
定
か
ら
、
高
橋
が
神
奈
川
県
警
察
本
部
の
長
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か

る
。報

告
書
類
に
は

「秘
川
乙
第
何
号
」
と
い
う
番
号
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
以
下

に
各
号
の
日
付
と
表
題
に
み
ら
れ
る
報
告
の
種
類
を
い
く
つ
か
並
べ
て
み
よ

う
。
欠
番
と
な

っ
て
い
る
の
は
元
々
綴
り
か
ら
欠
落
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
第
九
六
号
以
下
、
並
び
が
逆
に
な

っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
便
宜
上
、

並
べ
替
え
た
。
何
ヶ
所
か
番
号
が
逆
転
し
て
い
る
の
は
、
同
日
付
け
の
報
告
書

類
を
綴
じ
込
む
時
に
、
単
に
重
ね
方
を
誤
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

秘 秘 秘 秘 秘 秘
川 川 川 川 川 川
乙 乙 乙 乙 乙 乙
第 第 第 第 第 第

九 九 九 九 八 八
三 二 壱 〇 九 八
号 号 号 号 号 号

九
月

九
月

九
月

九
月

九
月

九
月

八
日

八
日

十
二
日

十
六
日

十
二
日

三
十
日

〓調
十
谷
圭
日

領
収
書

定
期
通
報

臨
時
通
報

定
期
通
報

政
談
演
説
会
監
臨
景
況
上
申
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秘
川
乙
第
　
九
四
号
　
　
十
月
　
　
二
日
　
　
定
期
通
報

秘
川
乙
第
　
九
五
号
　
　
十
月
　
　
九
日
　
　
臨
時
通
報

秘
川
乙
第
　
九
六
号
　
　
十
月
　
　
十
日
　
　
政
談
演
説
会
監
臨
報
告

秘
川
乙
第
　
九
八
号
　
　
十
月
　
　
十
日
　
　
領
収
書

秘
川
乙
第
壱
〇
〇
号
　
　
十
月
　
十
二
日
　
　
定
期
通
報

秘
川
乙
第
壱
〇
壱
号
　
　
十
月
　
十
二
日
　
　
定
期
通
報

秘
川
乙
第
壱
〇
二
号
　
十

一
月
　
　
一
一日
　
　
定
期
通
報

秘
川
乙
第

一
〇
三
号
　
十

一
月
　
　
二
日
　
　
（警
察
暗
号
符
紙
領
収
）

秘
川
乙
第
壱
〇
四
号
　
十

一
月
　
　
十
日
　
　
請
求
書

秘
川
乙
第
壱
〇
五
号
　
十

一
月
　
　
十
日
　
　
領
収
書

秘
川
乙
第
壱
〇
六
号
　
十

一
月
　
十
二
日
　
　
定
期
通
報

秘
川
乙
第
壱
〇
七
号
　
十

一
月
　
廿

一
日
　
　
臨
時
通
報

秘
川
乙
第
壱
〇
九
号
　
十

一
月
　
廿
二
日
　
　
定
期
通
報

秘
川
乙
第
壱
壱
〇
号
　
十
二
月
　
　
一
一日
　
　
定
期
通
報

秘
川
乙
第
壱
壱
壱
号
　
十
二
月
　
　
六
日
　
　
臨
時
通
報

ま
ず
基
本
的
に
川
崎
分
署
長
梶
田
は

「定
期
通
報
」
と
し
て

「
二
」
の
日
に

報
告
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
梶
田
の
前
任
者
、
岡

田

・
黒
河
内
の
時
は
、
同
じ

「
二
」
の
日
で
は
あ

っ
た
が
、
名
称
は

「定
時
報

告
」
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
十
月
二
十
二
日
の
報
告
は
見
ら
れ
ず
、
欠
番
で

も
な
い
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も

「
二
」
の
日
に
定
期
報
告
を
提
出
す
る
必
要
は

な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
十
月
十
二
日
の
よ
う
に
同
日
中
、
二
回
提

出
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の

「定
期
通
報
」
の
間
に
必
要
事
項
が
あ
れ
ば

「臨
時
通
報
」
と
し
て
随

時
報
告
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
九
三
号

。
九
六
号
は
政
談
演
説
会
の
臨

検
筆
記
で
あ
る
。
「秘
川
乙
第
五
六
号
」
に
も
見
ら
れ
る
が
、
特
に

「臨
時
通

報
」
と
は
銘
打
た
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。

一
〇
三
号
で
は

「警
察
暗
号
」
な
ど
と
、
ま
さ
に
高
等
警
察
的
色
彩
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
が
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
務
連
絡
的
な
報
告
は

「定

期
報
告
」
と
別
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
伺
わ
れ
る
。

二
　

必
要
経
費

高
等
警
察
費
の
請
求
及
び
支
払
日
は
、
岡
田
時
代
に
四
月
三
十
日
、
す
な
わ

ち
月
末
と
い
う

一
例
が
あ
る
が
、
梶
田
の
時
に
は
す
べ
て
、
日
こ
そ

一
定
し
な

い
が
、
各
月
の
上
旬
と
な
っ
て
い
る
。
岡
田
の
場
合
、
転
勤
に
伴
う
措
置
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ち
ょ
つ
と
不
審
に
思
わ
れ
る
の
が
、
「請
求
書
」

と

「領
収
書
」
が
同
日
付
け
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
普
通
は
、
い
く
ら
必

要
経
費
が
掛
か
っ
た
か
請
求
し
た
後
、
時
日
を
お
い
て
、
そ
の
金
額
が
支
払
わ

れ
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
内
容
が
機
密
性
を
要
す
る
も
の
な
の
で
、

支
払
う
側
の
警
部
長
と
請
求
者
と
の
信
頼
関
係
の
も
と
、
事
前
に
用
意
さ
れ
て

い
た
現
金
か
ら
、
警
部
長
の
判
断
で
即
座
に
支
払
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と

は
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
請
求
者
が
警
察
本
部
に
出
向
い
て
、
警
部
長
か

ら
直
接
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「支
出
明
細
書
」
が

「請
求
書
」
に
付
け
ら
れ
て
い
る

（十
月
分
の
み

「領

収
書
」
に
付
属
。
「秘
川
乙
第
九
八
号
」
）
。　
一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
請
求
額

「金
参
円
」
の
内
訳
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
あ
る

（「秘
川
乙
第
壱
〇
四
号
」
）
。

一
金
壱
円
也

右
ハ
明
治
廿
三
年
十
月
中
高
等
警
察
探
偵
事
件
二
巡
査
石
井
亥
吉
及
久

下
光
廣
ノ
両
名
ヲ
使
役
シ
タ
ル
ニ
付
キ
其
際
費
消
シ
タ
ル
実
費
二
付
両

名
へ
五
十
銭
ツ
ヽ
下
付
ス

一
金
弐
円
也

右
ハ
本
官
二
於
テ
高
等
警
察
事
件
二
付
消
費
シ
タ
ル
モ
ノ
也

高
等
警
察
機
密
費
と
し
て
請
求

・
領
収
し
て
い
る
金
額
は
、
他
の
月
も
す
べ

て
三
円
で
あ
る
。
実
際
の
費
消
と
は
関
係
な
く
、
毎
月
、
川
崎
分
署
長
に
は
三

円
が
予
算
配
当
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
石
井

。
久
下
ら
の
巡
査

を
高
等
警
察
関
係
の
探
偵
に
使
役
し
て
お
り
、
そ
れ
に
掛
か

っ
た
実
費
と
し
て

各
五
〇
銭
を
渡
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
真
の

「実
費
」

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
月
に
は
、
残
金
二
円
が

「本
官
」
、

す
な
わ
ち
梶
田
個
人
が
高
等
警
察
関
係
で
使
用
し
た
金
額
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
他
の
月
で
は
、
使
役
し
た
巡
査
が
石
井

・
久
下
以
外
に
も
い
て

（五
月
、

中
村
豊
吉
、
「秘
川
乙
第
三
七
号
」
。
七
月
、
上
原
善
七
、
「秘
川
乙
第
七
六
号
」
。
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そ
れ
ぞ
れ
に

一
円
づ
つ
支
払
わ
れ
て
い
る
）
梶
田
が
使
え
る
金
額
が

一
円
に
減

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
巡
査
ら
へ
の
支
給
は
、　
一
ヶ
月
間
の
特
別
手
当
と
考
え

た
方
が
妥
当
か
も
知
れ
な
い
。

十

一
月
に
な
る
と
久
下
に
代
わ
っ
て
角
田
錬
治
が
五
十
銭
を
支
給
さ
れ
て
い

る

（「
秘
川
乙
第
壱
壱
七
号
」
）
。
そ
れ
に
よ
っ
て
角
田
も
高
等
警
察
に
従
事
し

て
い
た
こ
と
が
明
確
に
な
る
。
し
か
し
彼
は
そ
の
前
に
、
十
月
三
日
の
夕
刻
、

川
崎
町
堀
ノ
内
で
行
わ
れ
た
政
談
演
説
会
の
筆
記
者
を
勤
め
て
い
る

（「秘
川

乙
第
九
六
号
」
）
。
そ
の
働
き
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
手
当
が
前
掲
十
月
分
の
高
等

警
察
機
密
費
に
含
ま
れ
て
も
良
さ
そ
う
だ
が
、
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
同
様

に
九
月
二
十
七
日
の
政
談
演
説
会
で
の
筆
記
者
で
あ

っ
た
巡
査
土
佐
熊
蔵

（「秘
川
乙
第
九
三
号
」
）
に
も
手
当
が
支
給
さ
れ
た
確
証
は
な
い

（「秘
川
乙
第

九
八
号
」
）。
こ
れ
ら
政
談
演
説
会
の
筆
記
者
及
び
臨
検
者
の
活
動
費
は
、
梶
田

の
費
消
分
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
う
し
た
臨
検

・

筆
記
と
い
う
仕
事
は
、
も
と
も
と

一
般
の
警
察
事
務
に
属
す
る
こ
と
で
、
高
等

警
察
の
範
疇
に
は
含
ま
れ
な
か

っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
警
察
分
署
長
と
し
て
の
費
消
費
目
が
明
確
で
な
い
の
は
間

題
に
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「秘
川
乙
第
二
二
号
」
に
は

「金
壱
円
　
警
部

岡
田
宗
直
政
党
二
費
消
ス
」
な
ど
と
見
ら
れ
る
。
い
っ
た
い
政
党
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
使
い
方
を
し
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
政
党
の
動
向
を
探
索
し
た
と

い
う
の
な
ら
、
何
ら
問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
が
。

地
方
官
官
制
第
三
十

一
条
で
は

「府
県
内
各
郡
区
二
警
察
署

一
箇
所
ヲ
置
キ

警
察
署
ノ
下
其
部
内
二
於
テ
警
察
分
署
ヲ
配
置
シ
警
察
署
ハ
警
部
ヲ
以
テ
其
長

二
充
テ
警
察
分
署
ハ
便
宜
警
部
又
ハ
警
部
補
ヲ
以
テ
之
二
充
テ
部
内
ノ
高
等
警

察
行
政
警
察
及
司
法
警
察
ヲ
掌
り
法
律
命
令
ノ
励
行
ヲ
監
督
ス
」
と
し
て
、
そ

の
対
象
に
八
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。
高
等
警
察
関
連
の
事
項
と
し
て
は
、
最
後

の
人
番
目
が

「政
治
二
関
ス
ル
結
社
集
会
新
聞
雑
誌
図
画
及
其
他
ノ
出
板
二
関

ス
ル
事
項
」
６
と
な

っ
て
お
り
、
や
や
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
も
思
わ
れ

る
が
、
第
二
十
八
条
に
示
さ
れ
た
警
部
長
の
職
務
四
項
目
で
は

一
番
目
に

「管

内
高
等
警
察
ノ
事
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
基
本
的
に
は
最
重
要
視
さ
れ
て
い

た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
　
制
度
と
の
照
合

高
等
警
察
関
係
の
事
務
規
定
が
初
期
の
段
階
で
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

た
か
は
定
か
で
は
な
い
と
い
う
“
。　
一
人
八
六

（明
治
十
九
）
年
五
月
三
日
に

改
正
さ
れ
た

「機
密
通
報
内
則
」
（内
務
省
訓
令
第
二

一
四
号
）
で
は

「機
密

通
報
」
を

「定
期
通
報
」
と

「
臨
時
通
報
」
の
二
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。

「定
期
通
報
」
は
毎
年
、
四

・
七

・
十

・
一
月
の
四
回
、
「庁
府
県
長
官
ョ
リ
内

務
大
臣
二
通
報
ス
ベ
シ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
と
し
て
以
下
の
五
項
目

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
政
党
集
会
演
説
会

二
関
ス
ル
景
況
。

二
、
人
民
ノ
動
静
。

三
、
法
律
規
則
発
布
若
ク
ハ
改
正
二
依
り
実
施
上
ノ
効
果
成
績
。

四
、
宗
教
二
関
ス
ル
景
況
。

五
、
以
上
各
項
ノ
外
警
察
上
二
関
ス
ル
要
件
。

そ
し
て

「臨
時
通
報
」
に
つ
い
て
は
次
の
十

一
項
目
を
挙
げ
、
「事
ノ
緩
急

二
依
り
電
信
又
ハ
郵
便
」
に
よ
っ
て
同
じ
く
内
務
大
臣
に

「申
報
」
す
る
事
と

し
て
い
る
。

一
、
国
事
犯
ヲ
捕
拿
シ
、
又
ハ
其
陰
謀
ヲ
探
知
シ
タ
ル
ト
キ
。

二
、
兇
徒
衆
集
若
ク
ハ
其
ノ
模
様
ア
ル
ト
キ
。

三
、
演
説
集
会

二
於
テ
臨
監
官
二
抵
抗
暴
行
シ
タ
ル
ト
キ
。

四
、
政
党

。
政
社
等
二
異
状
ア
ル
ト
キ
。

五
、
懇
親
又
ハ
請
願
等

二
托
シ
異
状
ノ
結
合
ヲ
為
シ
、
若
ク
ハ
其
模
様
ア

ル
ト
キ
。

六
、
政
党

。
政
社
ヲ
創
立
シ
又

ハ
隠
然
結
盟
シ
或

ハ
解
散
シ
タ
ル
ト
キ
。

右

ハ
警
視
禁
止
ノ
言
渡
シ
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
。

七
、
演
説
禁
止
ノ
言
渡
シ
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
。

八
、
政
治

二
関
シ
遊
説
ノ
為
旅
行
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ト
キ
。

九
、
政
党

・

〔政
〕
社
加
入
又
ハ
除
名
等
ノ
者
ア
ル
ト
キ
。

十
、
紙
幣
贋
造
犯
ヲ
捕
拿
シ
又
ハ
探
知
シ
タ
ル
ト
キ
。

十

一
、
外
国
人
ノ
内
国
人

二
対
シ
、
又

ハ
内
国
人
ノ
外
国
人

二
対
シ
暴
行

シ
タ
ル
ト
キ
。
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さ
ら
に
第
十
項
を
除
い
て
、
「各
項
ノ
区
別
二
従
ヒ
庁
府
県
長
官
交
互
二
通

報
ス
ベ
シ
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
内
務
大
臣

へ
の
報
告
義
務
を
課
さ
れ
て
い
る

「庁
府
県
長
官
」
と
は
、

県
レ
ベ
ル
で
は
知
事
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
地
方
官
官
制
で
は
知
事
が
警
察

を
統
括
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
警
察
実
務
を
担
当
し
て
い
る

の
は
警
察
本
部
の
責
任
者
で
あ
る
警
部
長
で
あ
る
０
。
そ
れ
故
、
県
内
警
察
各

署
か
ら
の
報
告
を
ま
と
め
、
内
務
大
臣
へ
の
報
告
書
を
整
え
る
の
は
彼
等
警
部

長
の
仕
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
を

『川
崎
警
察
署
文
書
』
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
川
崎
分
署

長
か
ら
月
三
回
の
定
期
通
報
と
何
回
か
の
臨
時
通
報
を
受
け
た
神
奈
川
県
警
部

長
は
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
少
な
く
と
も
年
四
回
の

「定
期
通
報
」
を
知
事
を

通
じ
、
内
務
大
臣
に
対
し
て
出
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
提
出
さ
れ

る
書
類
は
、
改
め
て
警
部
長
が
ま
と
め
直
し
た
も
の
で
、
そ
れ
の
み
報
告
す
る

の
か
、
あ
る
い
は
別
に
各
警
察
署
長
か
ら
の
報
告
書
も
添
付
さ
れ
る
の
か
、
不

明
確
な
点
は
多
い
。
こ
れ
ら
の
解
明
に
は
、
実
際
の
内
務
大
臣

へ
の
報
告
書
類

の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
「内
則
」
の
第
七
条
に

「機
密
二
属
ス
ル
文
書
ハ
二

重
封
親
展
ト
シ
、
郵
便
ハ
必
ズ
書
留
タ
ル
ベ
シ
。
其
電
報
ハ
警
察
暗
号
ヲ
用
フ

ベ
シ
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
見
た
限
り
で
は
、
『
川
崎
警
察
署
文
書
』
の
様
な
も

の
が
そ
の
ま
ま
内
務
大
臣
の
元
に
届
け
ら
れ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
各
警
察
署
長
か
ら
の
報
告
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
各
県
レ
ベ
ル
で
の
細

則
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
『神
奈
川

県
警
察
史
』
を
は
じ
め
と
し
た
各
県
警
察
史
に
当
た
る
必
要
が
あ
る
。

読
ん
で
い
て
気
に
な
る
の
が
演
説
会
に
お
け
る
警
察
官
の
対
応
で
あ
る
。　
一

人
八
〇

（明
治
十
三
）
年
の
集
会
条
例
で
警
察
官
の
臨
検
制
が
採
用
さ
れ
た
が
、

必
ず
し
も
無
聞
矢
鱈
に
警
察
官
の
恣
意
的
な

一
存
で
演
説
会
を
中
止
さ
せ
て
い

た
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。
報
告
書

一
枚
書
く
の
も
、
結
構
大
変

で
か
な
り
な
覚
悟
が
必
要
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
警
察
官
と
し
て
も
、

で
き
れ
ば
何
事
も
な
く
終
わ

っ
て
欲
し
い
と
い
う
の
が
真
情
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。『川

崎
警
察
署
文
書
』
で
は
警
察
官
以
外
の
密
偵
使
用
を
示
す
痕
跡
は
見
ら

れ
な
い
。　
一
八
八
七

（明
治
二
十
）
年
五
月
二
十
日
に
、
警
視
総
監
三
島
通
庸

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た

「機
密
通
信
内
規
」
（内
訓
番
外
）
第
六
条
に
は

「署

長
ハ
内
使
ス
ル
所
ノ
密
偵
者
ヲ
府
外
へ
派
出
セ
シ
ム
ル
事
ヲ
得
ズ
」
と
し
て
登

場
す
る
が
、
そ
の
実
態
は
明
確
と
は
言
い
難
い
。
第

一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙

後
の

一
人
九
〇

（明
治
二
十
三
）
年
十
月
十
三
日
に
は

「高
等
警
察
探
偵
使
用

内
規
」
が
、
不
良
密
偵
を
排
除
し
、
各
署
で
独
自
に
進
め
ら
れ
る
探
偵
活
動
を

統
括
す
る
目
的
で
定
め
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
る
と

「探
偵
者
」
を
使
用

で
き
る
の
は
、
警
視
庁
第
二
局
長
と
警
察
署
長
に
限
ら
れ
て
い
る
。
神
奈
川
県

と
し
て
考
え
て
み
た
場
合
、
こ
れ
以
前
で
も
橘
樹
郡
警
察
署
の
下
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
川
崎
分
署
長
の
権
限
で
は
、
警
察
官
以
外
に
私
的
に
雇

用
し
た
密
偵
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
高
等
警
察
費
に
つ
い
て
は
、
同
改
正

「内
規
」
に
、
「高
等
警
察
ノ
事

故
ハ
地
勢
二
拠
ツ
テ
繁
栄
冷
熱
ノ
差
違
ア
ル
ヲ
以
テ
、
各
警
察
署
長
ノ
使
用
ス

ル
探
偵
者
ノ
数
及
雑
費
等
二
至
ル
マ
デ
、　
一
定
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ハ
素
ョ
リ
当
然

ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
既
往

ハ
金
額
ヲ
以
テ
多
寡
ヲ
分
チ
タ
ル
モ
、
将
来
ハ
人
員
ヲ

以
テ
区
別
ス
ル
ア
リ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
正
以
前
は
、
各
警
察
署
長
に
高

等
警
察
費
と
し
て
の
金
額
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
と
類
推
で
き
よ
う
。
そ
れ

に
従

っ
て
、
管
下
の
分
署
長
に
も
同
様
に
割
り
当
て
が
為
さ
れ
て
い
た
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

去
る
八
月
二
十
七
日
、
恒
例
の
京
浜
歴
科
研
夏
の
集
中
研
究
会
が

「地
域
社

会
と
警
察
」
と
題
し
て
行
わ
れ
た
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
が
、

大
日
方
純
夫
著

『近
代
日
本
の
警
察
と
地
域
社
会
』
で
あ

っ
た
。
そ
の
研
究
会

で
の
論
議
が
、
小
稿
を
草
す
き

っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
と
い
え
よ
う
。

『川
崎
警
察
署
文
書
』
に
よ
る
授
業
実
践
も
既
に
数
年
前
の
こ
と
と
な
り
、

自
分
自
身
の
研
究
対
象
と
し
て
の
関
心
も
、
後
景
に
退
い
て
い
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
本
会
で
全
文
翻
刻
し
た
後
、
『
川
崎
市
史
』
３
が

一
部
を
掲
載
し
て

お
り
、
そ
の
存
在
は
周
知
の
こ
と
と
思
う
。
近
代
日
本
が
立
憲
国
家
と
し
て
出

発
し
た
初
期
段
階
で
の
、
民
衆
の
状
況
を
知
り
得
る
、
数
少
な
い
史
料
で
あ
る
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ヽ
．
、

か
ら
こ
そ
、
多
様
な
視
点
か
ら
の
活
用
が
進
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（二
〇
〇
〇
、　
一
〇
、
三
稿
了
）

Ｔ

）

京
浜
歴
史
科
学
研
究
会

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
第
四
号
、　
一
九
九
〇

年

一
月
発
行
。

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
第
七
号
、　
一
九
九
三
年

一
月
。

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
第

一
〇
号
、　
一
九
九
六
年

一
月
。

警
察
関
係
者
に
つ
い
て
の
考
察
は

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
第
五
号
の

植
山
淳
に
よ
る

「
解
題
」
に
よ

っ
た
。
詳
細
は
同
稿
を
参
照
さ
れ
た

（５
）

地
方
官
官
制
に
先
立
ち
同
年
五
月
四
日
に
公
布
さ
れ
た
警
視
庁
官
制

で
は
第
四
十
三
条
で

「第
三
局
ハ
政
治
二
関
ス
ル
結
社
集
会
新
聞
雑
誌

図
画
及
其
他
ノ
出
板

二
関
シ
高
等
警
察
ノ
事
務
ヲ
掌
ル
」
と
し
て
い

る

。

（６
）

岩
波
書
店
、
日
本
近
代
思
想
体
系

『官
僚
制
　
警
察
』
、　
一
九
九
〇

年
刊
。
以
下
の
資
料
は
本
書
に
よ
る
。

（７
）

大
日
方
純
夫

『近
代
日
本
の
警
察
と
地
域
社
会
』
第
二
章

「
『帝
国

憲
法
』
体
制
と
警
察
」
三
七
頁
。
筑
摩
書
房
、
二
〇
ｏ
Ｏ
年
四
月
刊
。

（８
）

資
料
編
　
３
　
近
代
、　
一
九
九
ｏ
年
三
月
発
行
。

（２
）

（３
）

（４
）

京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
入
会
案
内

京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
は
、
次
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎

「
『神
奈
川
県
史
』
を
学
ぶ
会
」
―
毎
月

一
回
、
原
則
と
し
て
第

一
土

曜
日
の
午
後
に
、
以
下
の
学
習
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

①

「
幕
末
開
港
編
」
で
は
、
『神
奈
川
県
史
　
資
料
編
１０
近
世
７

海
防

・
開
国
』
を
読
ん
で
い
ま
す
。

②

「大
正

。
昭
和
編
」
で
は
、
『神
奈
川
県
史
　
資
料
編
Ｈ
近
代

・

現
代
１
　
政
治

・
行
政
１
』
を
読
ん
で
い
ま
す
。

◎

『京
浜
歴
科
研
会
報
』
―
毎
月

一
回
発
行
し
て
、
会
員
に
お
送
り
し
て

い
ま
す
。
研
究
会
の
記
録
や
書
評
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

◎

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
―
毎
年

一
回
発
行
し
て
、
会
員
に
お
送
り
し
て

い
ま
す
。
会
員
の
論
文
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

◎

「歴
史
を
歩
く
会
」
―
年
二
回
、
春
と
秋
の
日
曜
日
に
実
施
し
て
い
ま

す
。

◎

「集
中
研
究
会
」
―
年
二
回
、
春
と
夏
に
研
究
文
献
を
学
習
す
る
会
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
は
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

御
入
会
下
さ
い
。
御
問
い
合
わ
せ
は
、
左
記
事
務
局
ま
で
御
願
い
し
ま
す
。

入
会
を
御
希
望
の
方
は
、
事
務
局
へ
申
し
込
ま
れ
る
か
、
左
記
郵
便
振
替

を
御
利
用
下
さ
い
。
年
会
費
は
、
三
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

【連
絡
先
】
　

京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
事
務
局

〒
二
三
三
―
〇
〇
〇
六

横
浜
市
港
南
区
芹
が
谷
五
―
五
九
―

一
一
一　
大
湖
賢

一
方
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